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（別添） 

 

 

 

 
飯塚市立病院 

公的医療機関等2025プラン 

 

 

 

 
平成２９年 ９月 策定 

令和 ３年１２月 策定 

令和 ４年 ６月 策定 

令和 ６年１１月 策定 
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【飯塚市立病院の基本情報】 

 

医療機関名：飯塚市立病院 

 

開設主体：飯塚市 

 

所在地：飯塚市弁分６３３－１ 

 

 

許可病床数：２５０床 

（病床の種別） 

  一般病床 

（病床機能別） 

  一般病床          １５０床 

  回復期リハビリテーション病床 ５０床 

  地域包括ケア病床       ５０床 

稼働病床数：２５０床 

（病床の種別） 

  一般病床 

（病床機能別） 

  一般病床          １５０床 

  回復期リハビリテーション病床 ５０床 

  地域包括ケア病床       ５０床 

診療科目： 

  内科、脳神経内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、乳腺外科 

  皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、 

救急科、麻酔科 

職員数： 

 ・ 医師     ４１名（非常勤医師の常勤換算後を含む） 

 ・ 看護職員  １７３名（非常勤看護師等の常勤換算後を含む） 

 ・ 専門職    ８８名（非常勤技師等の常勤換算後を含む） 

 ・ 事務職員   ４３名 
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【１．現状と課題】 

 

①  構想区域の現状 

・ 総人口は減少局面、６５歳以上人口は２０２０年がピーク、７５歳以上人口は２０３ 

０年がピークと予想される。 

・ 人口１０万対の一般・療養病床数は全国平均を上回る。 

・ 医師の数は総数で全国平均を上回っているが、主な診療科別では麻酔科のみ全国平均 

 を下回っている。 

・ 自己完結率は救急で９６．５％、くも膜下出血で８５．１％、急性心筋梗塞で１００

％、悪性腫瘍８２．３％、小児の入院体制も８８．５％と非常に高く、全般的に充実し

た診療が行われている。 

・ 新興感染症のクラスター発生や災害等による病院機能不全は常に起こり得る。その影

響は医療機能が偏在化している場合はリスクが高く、また隣接医療圏へも波及するた

め、特に考慮すべきと考える。 

 

 

②  構想区域の課題 

  ・ 回復期病床が１０４床不足する見込である。 

  ・ 高齢化の進展に伴い増加する慢性期・在宅医療等の医療需要に適切に対応すること。 

・ 新興感染症や災害時の医療については地域の医療機能不全リスクを低減するため、あ

る程度は医療機能を分散して備えるべきと考える。 
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③ 自施設の現状 

 ・ 理念・基本方針 

  【理念】 

“優しい心、深い知識、確かな技術”をもって、患者様本位の 

    あたたかい医療を提供し、市民の皆様に愛され、親しまれ、 

    信頼される病院を目指します。 

   

  【基本方針】 

    １．すべてのスタッフによるチームケアおよび医療安全対策をより一層推進する。 

    ２．地元医師会および他の医療機関との緊密な連携を保ち、市民が安心して受診 

     できる医療体制づくりを進める。 

    ３．緊急医療から慢性疾患のフォローアップまで幅広い診療を実践できる体制を 

     整える。 

    ４．へき地医療支援病院として、医療過疎に悩む地域への医療支援を行う。 

    ５．臨床研修指定病院として、地域医療をめざす医師のために質の高い基礎教育 

     を行う。 

 ・診療実績 

   一般病棟入院基本料１０：１、回復期リハビリテーション病棟入院料１、 

地域包括ケア病棟入院料２、平均在院日数１６．３日、病床稼働率７８．３％ 

 

・職員数：令和６年１１月１日現在 

  医師     ４１名（非常勤医師の常勤換算後を含む） 

  看護職員  １７３名（非常勤看護師等の常勤換算後を含む） 

  専門職    ８８名（非常勤技師等の常勤換算後を含む） 

  事務職員   ４３名 

 

 ・特徴 

   ４機能のうち、２次救急医療などの急性期機能を担いながら充実したリハビリテー 

ション施設を活かし、患者の在宅復帰に向けた回復期機能まで取り組んでいる。 

 

 

④ 自施設の課題 

 

・ 当院の特徴であるリハビリテーション施設を活用し、回復期リハビリテーション 

  病棟（５０床）と地域包括ケア病棟（５０床）を地域医療機関との連携により充実 

  させたい。 

・ 地域における「がん診療」のモデルづくりとして、居宅介護支援事業所及び訪問 

   診療部の設置を目指す。 

・ 救急受入を制限することなく対応しなければならない。 

・ 令和４年４月１日より救急部を発足し、救急受け入れ体制を強化したことで救急搬送

受け入れは大幅に増加した。診療密度の高い重症患者の受け入れについては必要な体

制、設備が不十分な状況である。 

・ 大規模災害時にも対応できる災害拠点病院の指定を目指す。 
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【２．今後の方針】 ※ １．①～④を踏まえた、具体的な方針について記載 

 

①  地域において今後担うべき役割 

・ 当院で診断し治療した「がん患者」についての在宅医療として、訪問看護・訪問診療を

行うこととし、在宅看取りまでを担当する。 

・ また、来るべき「多死社会」に備えて、予後不良な疾患や医療依存度が高い患者に対す

る訪問診療・訪問看護を行う。 

・ 訪問医療を実施している医療機関を支援し、在宅患者・施設入所者の急病時に地域包括

ケア病床をバックベッドとして利用していただく。 

・ 病院に居宅介護支援事業所を設置する。このことにより、「在宅医療の推進」「地域包括

支援センターと連携して飯塚市の地域支援事業に協力」「院外の患者が有するニーズの病院

へのフィードバック」「福祉系介護サービス事業所との情報交換」を行いたい。 

・ へき地医療への貢献として、現在約２００日のへき地診療支援を実施、専門医制度の１

９番目の領域となった総合診療専門医の養成プログラムを作成し、総合診療を標榜する若

手医師たちの教育・指導を行っていく。 

・ 地域医療支援病院承認取得を目指し令和元年度より取組を開始している。 

（令和５年４月１日に地域医療支援病院の承認を受けた） 

・ 救急医療に関しては飯塚医療圏における救急搬送のうち令和４年は32.6％ 

 （2,032/6,240台）令和５年は31.9％（2,368/7,412台）の救急車受入をしている。 

・ 飯塚医療圏において平成２９年度 

   ＭＤＣ02眼科系疾患 42.1％（556/1321件） 

   ＭＤＣ07筋・骨格系 22.8％（256/1123件） 

   ＭＤＣ16外傷    31.3％（352/1445件） 

  の実績を有しており今後も眼科・整形外科領域役割を果たしていく。 

・ 診療密度の高い医療の提供を担う。 

・ 救急搬送の対象疾患と受入数を拡大する。 

・ 感染症拡大や災害発生などの状況下でも、早期に診療開始できる体制をとり医療提供を

継続する。 

・ 飯塚医療圏外への搬送手段としてドクターヘリを活用する拠点病院の役割を担う。 

・ 休日・夜間における小児一次救急医療の提供体制を地域の小児科医、関係大学と連携協

力し確保していく。 

 

②  今後持つべき病床機能 

・ 課題の解決のため高度急性期病床（ハイケアユニット）を設置する 

 

 

③ その他見直すべき点 
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【３．具体的な計画】 ※ ２．①～③を踏まえた具体的な計画について記載 

 

① ４機能ごとの病床のあり方について 

 

 ＜今後の方針＞ 

 現在 

（平成28年度病床機能報告） 

 将来 

（2025年度） 

高度急性期 ０  ４ 

急性期 １５０  １４６ 

回復期 １００ → １００ 

慢性期    

（合計） ２５０  ２５０ 

 

 

 ＜年次スケジュール＞ 

 取組内容 到達目標 （参考） 

関連施策等 

2017年度 

 

 

 

 

 

○合意形成に向けた協議 

 

 

 

 

 

 

 

○自施設の今後の病床のあり方

を決定（本プラン策定） 

 

 

2018年度 

 

 

○地域医療構想調整会議

における合意形成に向け

検討 

 

 

 

 

 

 

○地域医療構想調整会議におい

て自施設の病床のあり方に関す

る合意を得る 

 

 

 

2019～2020

年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

2021～2024

年度 

 

○施設基準取得に向け、

医療機器等の整備・検討 

 

2025年度予算等の確保 

 

○施設基準取得に必要な事項を

整備し、基準を取得する。 

 

HCU病棟に必要な医師、看護師

等の人員を確保する。 

 

 

第
７
次
医
療
計
画

 

第
７
期
 

介
護
保
険
 

事
業
計
画
 

２
年
間
程
度
で 

集
中
的
な
検
討
を
促
進 

第
８
期
 

介
護
保
険
 

事
業
計
画
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② 診療科の見直しについて 

 検討の上、見直さないこととする。 

 ＜今後の方針＞ 

 現在 

（本プラン策定時点） 

 将来 

（2025年度） 

維持 

 

→ 

 

新設  → 

 

廃止 

 

→  

変更・統合 

 

→ 

 

 

③ その他の数値目標について 

 

医療提供に関する項目 

・ 病床稼働率：８５％ 

・ 手術室稼働率：８０％ 

・ 紹介率：５０％ 

・ 逆紹介率：７０％ 

経営に関する項目＊ 

・ 人件費率：５７％ 

・ 医業収益に占める人材育成にかける費用（職員研修費等）の割合：０．２％ 

 その他： 

 

 

＊なお，当院では地域医療介護総合確保基金を活用する可能性はない。 

 

【４．その他】 

（自由記載） 

・２０２４年度には、医師の労働時間の上限が設定されるため、今後ますます医療機関の機

能分担が求められます。 

当院も地域の医療機関との連携に力を入れて参ります。 

 

 

 
 


